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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む使用済み衛生用品からパルプ繊維を回収し、
リサイクルパルプを製造する方法であって、該方法が、使用済み衛生用品またはパルプ繊
維をオゾン含有水溶液に浸漬して、使用済み衛生用品中のまたはパルプ繊維に付着した高
吸水性ポリマーを分解するオゾン処理工程、オゾン処理工程の前に、オゾン処理工程と同
時に、またはオゾン処理工程の後に、使用済み衛生用品またはパルプ繊維をカチオン性抗
菌剤で処理する工程、およびカチオン性抗菌剤で処理する工程の後に、パルプ繊維を湿潤
状態で保管する工程を含む、方法。
【請求項２】
　パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む使用済み衛生用品からパルプ繊維を回収し、
リサイクルパルプを製造する方法であって、該方法が、使用済み衛生用品またはパルプ繊
維をオゾン含有水溶液に浸漬して、使用済み衛生用品中のまたはパルプ繊維に付着した高
吸水性ポリマーを分解するオゾン処理工程、オゾン処理工程の前に、使用済み衛生用品を
ｐＨが２．５以下の酸性水溶液中で処理する工程、およびオゾン処理工程の前に、オゾン
処理工程と同時に、またはオゾン処理工程の後に、使用済み衛生用品またはパルプ繊維を
カチオン性抗菌剤で処理する工程を含む、方法。
【請求項３】
　パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む使用済み衛生用品からパルプ繊維を回収し、
灰分が０．６５質量％以下のリサイクルパルプを製造する方法であって、該方法が、使用
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済み衛生用品またはパルプ繊維をオゾン含有水溶液に浸漬して、使用済み衛生用品中のま
たはパルプ繊維に付着した高吸水性ポリマーを分解するオゾン処理工程、およびオゾン処
理工程の前に、オゾン処理工程と同時に、またはオゾン処理工程の後に、使用済み衛生用
品またはパルプ繊維をカチオン性抗菌剤で処理する工程を含む、方法。
【請求項４】
　オゾン処理工程の前に、使用済み衛生用品を、ｐＨが２．５以下の酸性水溶液中で、使
用済み衛生用品に物理的な力を作用させることによって、使用済み衛生用品をパルプ繊維
とその他の素材に分解する分解工程を含む請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　オゾン処理工程の後に、使用済み衛生用品を、消毒薬を含む水溶液または水の中で攪拌
することにより、使用済み衛生用品を洗浄するとともに使用済み衛生用品を構成要素に分
解する工程を含む請求項１または３に記載の方法。
【請求項６】
　ｐＨが２．５以下の酸性水溶液がカチオン性抗菌剤を含有することを特徴とする請求項
２または４に記載の方法。
【請求項７】
　消毒薬を含む水溶液または水がカチオン性抗菌剤を含有することを特徴とする請求項５
に記載の方法。
【請求項８】
　オゾン含有水溶液がカチオン性抗菌剤を含有することを特徴とする請求項１～７のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　カチオン性抗菌剤が第四級アンモニウム塩であることを特徴とする請求項１～８のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　オゾン含有水溶液が有機酸を含み、オゾン含有水溶液のｐＨが２．５以下であることを
特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　オゾン含有水溶液中のオゾンの濃度が１～５０質量ｐｐｍであることを特徴とする請求
項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用済み衛生用品からリサイクルパルプを製造する方法に関する。特に、パ
ルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む使用済みの使い捨て紙おむつ等の衛生用品からパ
ルプ繊維を回収し、衛生用品に再利用可能なリサイクルパルプを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用済みの使い捨て紙おむつ等の衛生用品を再資源化する試みがなされている。たとえ
ば、特許文献１は、使用済み紙おむつを高能率で分離し、構成素材の再利用を可能にする
ために、直列に配置された複数基の水洗槽を有する連続洗濯機を用い、使用済み紙おむつ
を前段の水洗槽から後段の水洗槽へ順次移動させながら水洗することを特徴とする使用済
み紙おむつの処理方法を開示している。特許文献１に記載された方法では、使用済み紙お
むつの一次消毒のために次亜塩素酸を使用するとともに（段落［００４４］）、紙おむつ
中の高吸水性ポリマーを石灰を用いて脱水し（段落［００４７］）、すすぎ洗い工程で次
亜塩素酸の塩素分を使用済み紙おむつから除去している（段落［００４６］）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１８３８９３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された方法では、一次消毒に次亜塩素酸を使用している。しかし、衛
材業界基準では、次亜塩素酸使用素材の衛材製品使用を禁止しており、得られたリサイク
ルパルプは、衛材商品に再使用することができない。また、すすぎ工程で塩素分を除去し
、パルプ中には残留させないため、得られたリサイクルパルプは抗菌性を有せず、乾燥さ
せなければ腐敗してしまう。また、石灰を用いて脱水された高吸水性ポリマーは粒子サイ
ズが数μｍ～数百μｍの固形粉末となり、特に微小な粒子はパルプ繊維間に引っかかりや
すく、物理的な水洗だけでは完全に除去しきない。これにより回収したリサイクルパルプ
を再利用しようとした際には、残留した高吸水性ポリマーが異物となってしまうだけでな
く、カルシウム塩の状態となっているため、回収したパルプ繊維中からは衛生用品基準値
以上の灰分が検出されやすくなる。また、石灰使用により強アルカリ性となり、オゾン処
理を行った場合、オゾンが失活し易くなる。
　本発明は、使用済み衛生用品から、衛生用品に再利用可能な、衛生用品基準に適合した
灰分と抗菌性を有するリサイクルパルプを効率よく製造することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む使用済み衛生用品からパルプ繊維
を回収し、衛生用品に再利用可能なリサイクルパルプを製造する方法であって、該方法が
、使用済み衛生用品またはパルプ繊維をオゾン含有水溶液に浸漬して、使用済み衛生用品
中のまたはパルプ繊維に付着した高吸水性ポリマーを分解するオゾン処理工程を含み、オ
ゾン処理工程の前に、オゾン処理工程と同時に、またはオゾン処理工程の後に、使用済み
衛生用品またはパルプ繊維をカチオン性抗菌剤で処理することを特徴とする方法である。
　本発明は、また、前記方法によって得られた灰分が０．６５質量％以下のリサイクルパ
ルプである。
【０００６】
　好ましくは、オゾン処理工程の前に、使用済み衛生用品を、多価金属イオンを含む水溶
液またはｐＨが２．５以下の酸性水溶液中で、使用済み衛生用品に物理的な力を作用させ
ることによって、使用済み衛生用品をパルプ繊維とその他の素材に分解する分解工程を含
む。
　好ましくは、オゾン処理工程の後に、使用済み衛生用品を、消毒薬を含む水溶液または
水の中で攪拌することにより、使用済み衛生用品を洗浄するとともに使用済み衛生用品を
構成要素に分解する工程を含む。
　好ましくは、多価金属イオンを含む水溶液またはｐＨが２．５以下の酸性水溶液がカチ
オン性抗菌剤を含有する。
　好ましくは、消毒薬を含む水溶液または水がカチオン性抗菌剤を含有する。
　好ましくは、オゾン含有水溶液がカチオン性抗菌剤を含有する。
　好ましくは、カチオン性抗菌剤が第四級アンモニウム塩である。
　好ましくは、オゾン含有水溶液が有機酸を含み、オゾン含有水溶液のｐＨが２．５以下
である。
　好ましくは、オゾン含有水溶液中のオゾンの濃度が１～５０質量ｐｐｍである。
　好ましくは、多価金属イオンがアルカリ土類金属イオンである。
　前記リサイクルパルプは、好ましくは、２．０以上の抗菌活性値を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、オゾン処理と抗菌剤処理の組み合わせにより、使用済み衛生用品から
、衛生材料基準に適合した灰分および抗菌性を有するリサイクルパルプを製造することが
できる。
【発明を実施するための形態】
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【０００８】
　本発明は、パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む使用済み衛生用品からパルプ繊維
を回収し、衛生用品に再利用可能なリサイクルパルプを製造する方法に関する。
【０００９】
　衛生用品としては、パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含むものであれば、特に限定
されず、使い捨ておむつ、失禁パッド、尿取りパッド、生理用ナプキン、パンティーライ
ナー等を例示することができる。なかでも、施設等でまとめて回収される失禁パッドや使
い捨ておむつが分別の手間がなくパルプ量が比較的多い点で好ましい。
【００１０】
　パルプ繊維としては、特に限定するものではないが、フラッフ状パルプ繊維、化学パル
プ繊維等を例示することができる。
【００１１】
　高吸水性ポリマーとは、ＳＡＰ（Superabsorbent Polymer）とも呼ばれ、水溶性高分子
が適度に架橋された三次元網目構造を有するもので、数十倍～数百倍の水を吸収するが、
本質的に水不溶性であり、一旦吸収された水は多少の圧力を加えても離水しないものであ
り、たとえば、デンプン系、アクリル酸系、アミノ酸系の粒子状または繊維状のポリマー
を例示することができる。
【００１２】
　この明細書においては、本発明の方法によって製造されたパルプを「リサイクルパルプ
」と称する。
【００１３】
　本発明の方法は、使用済み衛生用品またはパルプ繊維をオゾン含有水溶液に浸漬して、
使用済み衛生用品中のまたはパルプ繊維に付着した高吸水性ポリマーを分解するオゾン処
理工程を含む。
　この工程において、高吸水性ポリマーは分解し、低分子量化し、可溶化する。ここで、
高吸水性ポリマーが分解し、低分子量化し、可溶化した状態とは、２ｍｍのスクリーンメ
ッシュを通過する状態をいうものとする。すなわち、この工程において、高吸水性ポリマ
ーを、２ｍｍのスクリーンメッシュを通過する程度にまで分解する。
　この工程において用いるオゾン含有水溶液とは、オゾンが溶解した水溶液をいう。オゾ
ン含有水溶液は、たとえば、オゾン水発生装置（三菱電機株式会社製オゾン発生装置ＯＳ
－２５Ｖ、エコデザイン株式会社製オゾン水曝露試験機ＥＤ－ＯＷＸ－２など）を用いて
調製することができる。
【００１４】
　オゾン含有水溶液のオゾン濃度は、高吸水性ポリマーを分解することができる濃度であ
れば、特に限定されないが、好ましくは１～５０質量ｐｐｍであり、より好ましくは２～
４０質量ｐｐｍであり、さらに好ましくは３～３０質量ｐｐｍである。濃度が低すぎると
、高吸水性ポリマーを完全に可溶化することができず、回収したパルプ繊維に高吸水性ポ
リマーが残存する虞がある。逆に、濃度が高すぎると、酸化力も高まるため、パルプ繊維
に損傷を与える虞があるとともに、安全性にも問題を生じる虞がある。
【００１５】
　オゾン含有水溶液に浸漬する時間は、高吸水性ポリマーを分解することができる時間で
あれば、特に限定されない。オゾン含有水溶液に浸漬する時間は、オゾン含有水溶液のオ
ゾン濃度が高ければ短くてよく、オゾン含有水溶液のオゾン濃度が低ければ長い時間を要
する。
　オゾン含有水溶液のオゾン濃度（ｐｐｍ）とオゾン含有水溶液に浸漬する時間（分）の
積（以下「ＣＴ値」ともいう。）は、好ましくは１００～６０００ｐｐｍ・分であり、よ
り好ましくは２００～４８００ｐｐｍ・分であり、さらに好ましくは３００～３６００ｐ
ｐｍ・分である。ＣＴ値が小さすぎると、高吸水性ポリマーを完全に可溶化することがで
きず、回収したパルプ繊維に高吸水性ポリマーが残存する虞がある。逆に、ＣＴ値が大き
すぎると、パルプ繊維の損傷、安全性の低下、製造原価の増加につながる虞がある。
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　オゾン含有水溶液に浸漬する時間は、オゾン含有水溶液のオゾン濃度に依存することは
、上述のとおりであるが、好ましくは５～１２０分であり、より好ましくは１０～１００
分であり、さらに好ましくは２０～８０分である。
【００１６】
　オゾン含有水溶液の量は、高吸水性ポリマーを分解することができる量であれば、特に
限定されないが、使用済み衛生用品またはパルプ繊維１００質量部（乾燥基準）に対し、
好ましくは３００～５０００質量部であり、より好ましくは５００～４０００質量部であ
り、さらに好ましくは８００～３０００質量部である。オゾン含有水溶液の量が少なすぎ
ると、高吸水性ポリマーを完全に可溶化することができず、回収したパルプ繊維に高吸水
性ポリマーが残存する虞がある。逆に、オゾン含有水溶液の量が多すぎると、製造原価の
増加につながる虞がある。
【００１７】
　オゾン処理工程において、使用済み衛生用品またはパルプ繊維をオゾン含有水溶液に浸
漬する方法は、特に限定されないが、たとえば、容器にオゾン含有水溶液を入れ、そのオ
ゾン含有水溶液の中に使用済み衛生用品またはパルプ繊維を入れればよい。浸漬している
間、容器の内容物を攪拌してもよいが、攪拌しなくてもよい。また、容器に入れたオゾン
含有水溶液の中にオゾンガスを吹き込み、オゾンガスの泡の上昇によって、オゾン含有水
溶液の中に弱い流れを発生させてもよい。オゾン含有水溶液の温度は、高吸水性ポリマー
を分解することができる温度であれば、特に限定されない。オゾン含有水溶液を加熱して
もよいが、室温のままでもよい。
【００１８】
　オゾン処理工程では、高吸水性ポリマーがオゾンによる酸化分解作用を受け、高吸水性
ポリマーの三次元網目構造が崩れ、高吸水性ポリマーは保水性を失い、低分子量化し、可
溶化する。流動性が高くなった高吸水性ポリマーはオゾン含有水溶液中に溶け出す。また
、衛生用品の接合等に使用されているホットメルト接着剤もオゾン含有水溶液で酸化劣化
し、衛生用品の構成要素間の接合強度が弱くなる。さらに、この工程では、オゾンの消毒
作用により、使用済み衛生用品が一次消毒され、またはパルプ繊維が消毒、漂白、消臭さ
れる。
【００１９】
　オゾン含有水溶液は酸性であることが好ましい。より好ましくは、オゾン含有水溶液の
ｐＨは２．５以下であり、さらに好ましくは０．５～２．５であり、さらに好ましくは１
．０～２．４である。酸性のオゾン含有水溶液を用いることにより、初期の高吸水性ポリ
マーの吸水膨張を抑制することができ、オゾンによる高吸水性ポリマーの分解除去効果が
飛躍的に向上する、すなわち短時間で高吸水性ポリマーを分解することができる。後述の
分解工程において、多価金属イオンを含む水溶液を用いたときは、高吸水性ポリマーが多
価金属イオンよって脱水されているので、酸性のオゾン含有水溶液を用いなくても高吸水
性ポリマーが吸水膨張することはないが、パルプ繊維の表面に付着している多価金属を酸
によりを溶解し除去するためにｐＨが２．５以下の水溶液を用いる。一方、分解工程にお
いてｐＨが２．５以下の酸性水溶液を用いたときに、オゾン処理工程においてｐＨが２．
５以下の水溶液を用いる理由は、もっぱら高吸水性ポリマーの吸水膨張を抑制するためで
ある。また、酸性のオゾン含有水溶液で処理することにより、酸による消毒効果も付与す
ることができる。ちなみに、高吸水性ポリマーの吸水膨張の抑制の原理は、酸性水溶液に
対しては、マイナスに帯電したカルボキシル基がプラスに帯電された水素イオンによって
中和されるため、カルボキシル基のイオン反発力が弱まり、吸水力が低下することとなる
と考えられる。オゾン含有水溶液のｐＨが低すぎると、得られるリサイクルパルプの吸水
能力が低下するおそれがある。ｐＨが低すぎると、得られるリサイクルパルプの吸水能力
が低下する理由は定かではないが、パルプ繊維自体が変性するためと考えられる。
【００２０】
　酸性のオゾン含有水溶液は、オゾン含有水溶液に酸を添加することにより製造すること
ができる。
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　酸としては、特に限定されるものではなく、無機酸および有機酸を用いることができる
が、好ましくは有機酸である。有機酸は弱酸域で機能しかつ環境に優しいので、安全性と
環境負荷の観点から有機酸の方が好ましい。有機酸としては、特に限定するものではない
が、酒石酸、グリコール酸、リンゴ酸、クエン酸、コハク酸、酢酸、アスコルビン酸等を
挙げることができ、なかでもクエン酸が好ましい。
　酸性のオゾン含有水溶液のｐＨは、酸の種類および酸の添加量により、調製することが
できる。酸性のオゾン含有水溶液中の有機酸の濃度は、ｐＨが所定の範囲内にある限り、
限定されないが、好ましくは０．１～５．０質量％であり、より好ましくは０．２～３．
０質量％であり、さらに好ましくは０．５～２．０質量％である。
　また、有機酸によりｐＨ２．５以下とすることにより、特にオゾンガスが直接触れ難い
、紙おむつ内部の消毒効果を高めることができる。
【００２１】
　後述する分解工程においてアルカリ性のカルシウム化合物を用いたときは、オゾン処理
工程に供されるパルプ繊維にはアルカリ性のカルシウム化合物が残留している場合があり
、そのパルプ繊維をオゾン含有水溶液に加えると、オゾン含有水溶液のｐＨが変化する場
合がある。オゾン含有水溶液のｐＨがパルプ繊維を加える前と加えた後で異なる場合は、
ここでいうオゾン含有水溶液のｐＨとは、パルプ繊維を加えた後のオゾン含有水溶液のｐ
Ｈをいう。
　ｐＨの調整は、たとえば、処理槽にパルプ繊維とオゾン含有水溶液を入れ、攪拌しなが
ら、そこに酸を添加していき、処理槽内の溶液のｐＨが所定のｐＨになったところで酸の
添加を止める。
【００２２】
　オゾン処理工程において用いる酸としては、クエン酸が特に好ましい。
　分解工程においてカルシウムイオンを含む水溶液を用いたときは、分離されたパルプ繊
維の表面にはカルシウムイオンや種々のカルシウム化合物が付着している。パルプ繊維に
付着しているカルシウム化合物は必ずしも水溶性のものとは限らず不溶性や難溶性のもの
も含まれており、水洗だけでは除去できない。クエン酸はカルシウムとキレートを形成し
、水溶性のクエン酸カルシウムとなるので、パルプ繊維の表面に付着している不溶性また
は難溶性のカルシウム化合物を効果的に溶解除去することができる。クエン酸はカルシウ
ム以外の金属ともキレートを形成することができるので、パルプ繊維の表面にカルシウム
化合物以外の不溶性または難溶性の金属化合物が付着している場合には、カルシウム化合
物のみならず、カルシウム化合物以外の不溶性または難溶性の金属化合物をも溶解除去す
ることができる。その結果、得られるリサイクルパルプの灰分を低減することができる。
【００２３】
　オゾン処理が終了したら、オゾン含有水溶液を排出して、高吸水性ポリマーが取り除か
れた使用済み衛生用品またはパルプ繊維を回収する。この工程では、オゾン含有水溶液に
溶け出した分解した高吸水性ポリマーが、オゾン含有水溶液とともに排出され、使用済み
衛生用品またはパルプ繊維には高吸水性ポリマーの固形粒子は残らない。オゾン含有水溶
液を排出する方法は、特に限定されないが、たとえば、容器の底部に栓を設けておき、そ
の栓を抜いて、オゾン含有水溶液を排出してもよいし、容器から使用済み衛生用品を取り
出し、その後、オゾン含有水溶液を容器から排出してもよい。この工程では、たとえば、
分解した高吸水性ポリマーが溶けたオゾン含有水溶液を２ｍｍのスクリーンメッシュに通
過させて排出する。オゾン処理により、高吸水性ポリマーは２ｍｍのスクリーンメッシュ
を通過する程度にまで分解されているので、この工程において、分解した高吸水性ポリマ
ーは、２ｍｍのスクリーンメッシュを通過し、オゾン含有水溶液とともに排出される。
【００２４】
　本発明の方法は、オゾン処理工程の前に、オゾン処理工程と同時に、またはオゾン処理
工程の後に、使用済み衛生用品またはパルプ繊維をカチオン性抗菌剤で処理すること（以
下単に「抗菌剤処理」ともいう。）を含む。
【００２５】
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　カチオン性抗菌剤としては、第四級アンモニウム塩、グアニジン系抗菌剤（たとえばグ
ルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン）、ヘキセチジン、メタロニダゾール
などが挙げられるが、第四級アンモニウム塩が好ましい。
【００２６】
　第四級アンモニウム塩は、第四級アンモニウム塩構造を分子内に有していれば、特に限
定されるものではないが、たとえば、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ポリオキシエ
チレンアルキルメチルアンモニウム塩、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩、アル
キルピリジニウム塩などが挙げられ、下記式（１）～（４）で示される第四級アンモニウ
ム塩が挙げられる。
［Ｒ（ＣＨ３）３Ｎ＋］ｌＸ　・・・・式（１）
［Ｒ（ＣＨ３）Ｎ＋（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｍＨ［（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎＨ］］ｌＸ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・式（２）
［Ｒ（ＣＨ３）２Ｎ＋ＣＨ２Ｃ６Ｈ５］ｌＸ　・・・・式（３）
［ＲＰｙ＋］ｌＸ　・・・・式（４）
（式中、Ｒは、それぞれ独立して、アルキル基を表し、Ｘは、それぞれ独立して、１価ま
たは２価の陰イオンを表す。ｌは、それぞれ独立して、１または２の整数を表し、ｍおよ
びｎは、それぞれ独立して、２～４０の整数を表し、Ｐｙはピリジン環を表す。）
　第四級アンモニウム塩において、アルキル基としては、長鎖アルキル基であることによ
り著しい殺菌力を示すため、炭素数８～１８の飽和炭化水素基であることが好ましく、オ
クチル基、ラウリル基、ミリスチル基、及びセチル基であることがより好ましく、ラウリ
ル基であることがさらに好ましい。
　第四級アンモニウム塩は、Ｆ－、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－等のハロゲン化物イオン、ＮＯ
－、およびＳＯ４

２－などとの塩であり、電気陰性度が高いＣｌ－などとの塩であること
が好ましい。
　第四級アンモニウム塩の好ましい具体例としては、塩化ベンザルコニウム、塩化セチル
ピリジニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化デカリニウムなどが挙げられる。
　これらの第四級アンモニウム塩は１種単独でまたは２種類以上を組み合わせて用いるこ
とができる。
【００２７】
　業界基準にて衛生用品への使用が禁止されている次亜塩素酸を使用せずに、リサイクル
処理中の消毒と処理後得られたパルプの抗菌性を担保するために、カチオン性抗菌剤を用
いて消毒することでアニオン性であるパルプ繊維に選択的に吸着し、パルプ繊維自体に抗
菌性を付与することが可能である。また、高吸水性ポリマーの膨潤抑制のために使用して
いるクエン酸と第四級アンモニウム塩の相性が良く、相乗効果により殺菌力が高まり、第
四級アンモニウム塩単独では殺菌が難しいウィルス等に対しても除菌効果を発現可能とな
る。
　カチオン性抗菌剤として、塩化ベンザルコニウムや塩化セチルピリジニウムを用いた場
合、処理溶液中に遊離している抗菌剤量が、処理の前後で５０～９０％低下し、大部分が
アニオン性であるパルプ繊維に吸着し、パルプに抗菌性を付与する。
　また、後述の比較例１では石灰と次亜塩素酸ナトリウムによる殺菌効果、比較例２では
、クエン酸とオゾンによる殺菌効果がパルプ繊維に付与され、抗菌効果有りとの結果とな
っており、抗菌性は付与されているが、湿潤状態で保管した際に短期間でカビの発生が確
認され、防カビ効果が低く、完全密封し冷蔵保管または他の防カビ剤を添加しなければ、
湿潤状態での保管できない。それに対し、カチオン抗菌剤を付与した、本発明では１か月
保管においてカビの発生が見られず、湿潤状態で保管することが可能である。よって、テ
ィッシュ等の湿式抄紙原料として得られたパルプ繊維を使用する場合、乾燥する必要がな
いため、乾燥設備が不要でコンパクトかつエネルギー、コスト、生産時間、環境影響に優
れた処理方法である。
【００２８】
　オゾンは、残留性が無く直ぐに失活してしまうため、処理中は滅菌されているが、処理
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後のパルプ繊維は、浮遊菌等の付着により簡単に腐敗してしまうため、乾燥または抗菌剤
添加が必要である。カチオン性抗菌剤は、パルプ繊維に吸着されるため、抗菌剤処理を経
て得られたパルプ繊維は抗菌性を示し、湿潤状態で保管しても腐敗し難い特徴を有し、多
大なエネルギーを要する乾燥処理を必要とせず、低環境負荷、低ランニングコストおよび
設備のコンパクト化が実現可能である。また、カチオン性抗菌剤は、大部分がパルプ繊維
に吸着されるため、排水中の残留濃度が低くなり、排水処理時の負荷が低い特徴がある。
第四級アンモニウム塩は、衛生用品への使用が認められており、本発明の方法で製造され
たリサイクルパルプは、衛生用品へ再度使用することが可能である。また、配合量によっ
ては衛生用品に抗菌性を付与することが可能である。
【００２９】
　抗菌剤処理は、カチオン性抗菌剤を溶解した水溶液に、使用済み衛生用品またはパルプ
繊維を浸漬することにより行うことができる。抗菌剤処理をオゾン処理工程と同時に行う
ときは、オゾン含有水溶液にカチオン性抗菌剤を添加すればよい。
　カチオン性抗菌剤を溶解した水溶液中のカチオン性抗菌剤の濃度は、０．００２質量％
以上が好ましく、より好ましくは０．００３質量％以上である。０．００２質量％未満の
場合、３０℃で保管した際に３０日未満でカビが発生する可能性がある。ただし、最適濃
度は投入する使用済み衛生用品やパルプ繊維の量によって変化するため、処理後の処理液
中に遊離している抗菌剤量が処理前の１０％以上残る（パルプへの吸着量が９０％以下）
ようにパルプの吸着可能量より過剰になるように濃度設定する必要がある。対パルプ繊維
量としては、０．５質量％以上であることが好ましい。カチオン性抗菌剤の濃度を高くす
ると、処理液中の殺菌性は高まるが、パルプ繊維が吸着可能な抗菌剤量に限界があり、過
剰分は処理排水中に遊離残渣として残り、その濃度が高ければ排水処理に微生物処理を行
う場合、微生物が死滅する等の影響が出る虞がある。よって、処理液濃度としては０．０
３質量％以下であり、対パルプ繊維量では１０質量％以下であることが好ましい。ちなみ
に、対パルプ繊維量は次式により算出される。
　対パルプ繊維量（％）＝抗菌剤添加量／パルプ繊維処理量×１００
　式中、パルプ繊維処理量は乾燥基準である。
【００３０】
　オゾン処理工程の前に、使用済み衛生用品を、多価金属イオンを含む水溶液またはｐＨ
が２．５以下の酸性水溶液中で、使用済み衛生用品に物理的な力を作用させることによっ
て、使用済み衛生用品をパルプ繊維とその他の素材に分解する分解工程（以下単に「分解
工程」ともいう。）を設けてもよい。
　この工程では、使用済み衛生用品に物理的な力を作用させることによって、使用済み衛
生用品をパルプ繊維とその他の素材に分解する。
　衛生用品は、通常、パルプ繊維、高吸水性ポリマー、不織布、プラスチックフィルム、
ゴム等の各素材から構成されている。この分解工程では、使用済み衛生用品を上記各素材
に分解する。分解の程度は、パルプ繊維の少なくとも一部が回収できる程度に分解されれ
ばよく、必ずしも完全でなくてもよく、部分的であってもよい。
　ここで、使用済み衛生用品に物理的な力を作用させる方法としては、限定するものでは
ないが、攪拌、叩き、突き、振動、引き裂き、切断、破砕等を例示することができる。な
かでも、攪拌が好ましい。攪拌は、洗濯機のような攪拌機付きの処理槽内で行なうことが
できる。
【００３１】
　この分解工程は、多価金属イオンを含む水溶液またはｐＨが２．５以下の酸性水溶液中
で行う。多価金属イオンを含む水溶液またはｐＨが２．５以下の酸性水溶液を用いること
によって、使用済み衛生用品中の水を吸って膨潤した高吸水性ポリマーを脱水する。
　高吸水性ポリマーは、親水性基（たとえば－ＣＯＯ－）を有し、その親水性基に水分子
が水素結合により結合することにより、大量の水を吸収することができるものであるが、
水を吸収した高吸水性ポリマーを、カルシウムイオン等の多価金属イオンを含む水溶液中
に入れると、親水性基（たとえば－ＣＯＯ－）に多価金属イオンが結合し（たとえば－Ｃ
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ＯＯ－Ｃａ－ＯＣＯ－）、親水性基と水分子の水素結合が切れ、水分子が放出され、高吸
水性ポリマーが脱水される、また、水を吸収した高吸水性ポリマーを、ｐＨ２．５以下の
酸性水溶液中に入れると、マイナスに帯電した親水性基（たとえば－ＣＯＯ－）がプラス
に帯電した水素イオン（Ｈ＋）によって中和される（たとえば－ＣＯＯＨ）ため、親水性
基のイオン反発力が弱まり、吸水力が低下し、高吸水性ポリマーが脱水される、と考えら
れている。
　高吸水性ポリマーを脱水することによって、パルプ繊維と高吸水性ポリマーの分離が容
易になる。使用済み衛生用品を、通常の水中で分解しようとすると、高吸水性ポリマーが
吸水し膨潤して、槽内の固形分濃度が高まり、機械的な分解操作の処理効率が低下するが
、多価金属イオンを含む水溶液またはｐＨ２．５以下の酸性水溶液中で行うことによって
それを避けることができる。
【００３２】
　多価金属イオンとしては、アルカリ土類金属イオン、遷移金属イオン等が使用できる。
　アルカリ土類金属イオンとしては、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロン
チウムおよびバリウムのイオンが挙げられる。好ましいアルカリ土類金属イオンを含む水
溶液としては、塩化カルシウム、硝酸カルシウム、水酸化カルシウム、酸化カルシウム、
塩化マグネシウム、硝酸マグネシウム等の水溶液が挙げられ、なかでも塩化カルシウム水
溶液が好ましい。
【００３３】
　遷移金属イオンとしては、高吸水性ポリマーに取り込まれるものである限り、限定され
ないが、鉄、コバルト、ニッケル、銅等のイオンが挙げられる。遷移金属イオンを含む水
溶液として、遷移金属の無機酸塩、有機酸塩、錯体等の水溶液が挙げられるが、費用や入
手容易性等の点から、無機酸塩または有機酸塩の水溶液が好ましい。無機酸塩としては、
たとえば、塩化鉄、硫酸鉄、燐酸鉄、硝酸鉄等の鉄塩、塩化コバルト、硫酸コバルト、燐
酸コバルト、硝酸コバルト等のコバルト塩、塩化ニッケル、硫酸ニッケル等のニッケル塩
、塩化銅、硫酸銅等の銅塩などが挙げられる。有機酸塩類としては、たとえば、乳酸鉄、
酢酸コバルト、ステアリン酸コバルト、酢酸ニッケル、酢酸銅等が挙げられる。
【００３４】
　多価金属イオンを含む水溶液を用いる場合は、安全性と価格を考慮し、カルシウム化合
物の水溶液が好ましい。カルシウム化合物の中では、後工程で用いるオゾンがアルカリ側
では分解してしまう特性があるため、強アルカリの水酸化カルシウムや酸化カルシウムよ
りも、できるだけ中性に近い弱アルカリ性である塩化カルシウムの水溶液が好ましい。多
価金属イオンを含む水溶液のｐＨは、特に限定されないが、好ましくは１１以下である。
アルカリ性の化合物を用いる場合は、水溶液のｐＨは７よりも大きく１１以下であること
が好ましい。
【００３５】
　多価金属イオンの量は、高吸水性ポリマー１ｇ（乾燥質量）あたり、好ましくは４ミリ
モル以上、より好ましくは４．５～１０ミリモル、さらに好ましくは５～８ミリモルであ
る。多価金属イオンの量が少なすぎると、高吸水性ポリマーの脱水が不十分となる。多価
金属イオンの量が多すぎると、余分の多価金属イオンが高吸水性ポリマーに取り込まれな
いまま処理液中に残るので、多価金属塩の浪費につながり、処理費用を増加させる。
【００３６】
　多価金属イオンを含む水溶液中の多価金属イオンの濃度は、多価金属イオンが高吸水性
ポリマーに取り込まれる濃度であれば特に限定されないが、好ましくは１０～１０００ミ
リモル／リットル、より好ましくは５０～７００ミリモル／リットル、さらに好ましくは
２００～４００ミリモル／リットルである。濃度が低すぎると、高吸水性ポリマーの脱水
が不十分となる。濃度が高すぎると、余分の多価金属イオンが高吸水性ポリマーに取り込
まれないまま処理液中に残るので、多価金属イオンの浪費につながり、処理費用を増加さ
せる。
　多価金属イオンを含む水溶液として塩化カルシウム水溶液を用いるときは、塩化カルシ
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ウムの濃度は、１質量％以上であることが好ましいが、１０質量％以上に高くしても、効
果が変わらなくなるため、１～１０質量％が好ましく、より好ましくは３～６質量％であ
る。
【００３７】
　酸性水溶液を用いる場合、酸性水溶液のｐＨは２．５以下であり、好ましくは０．５～
２．５であり、より好ましくは１．０～２．４である。ｐＨが高すぎると、高吸水性ポリ
マーの脱水が不充分となるおそれがある。ｐＨが低すぎると、強酸のために回収されるパ
ルプ繊維が損傷するおそれがある。
【００３８】
　ｐＨが２．５以下の酸性水溶液としては、ｐＨが２．５以下である限り、無機酸、有機
酸のいずれの水溶液を用いることができるが、どちらかといえば安全性の高い有機酸の水
溶液が好ましい。有機酸としては、酒石酸、グリコール酸、リンゴ酸、クエン酸、コハク
酸、酢酸を挙げることができるが、なかでもクエン酸が好ましい。
【００３９】
　有機酸の水溶液を用いる場合、ｐＨが２．５以下である限り、水溶液中の有機酸の濃度
は特に限定されないが、好ましくは０．１～１０．０質量％であり、より好ましくは０．
５～８．０質量％であり、さらに好ましくは１．０～５．０質量％である。濃度が低すぎ
ると、高吸水性ポリマーの脱水が不充分となるおそれがある。濃度が高すぎると、有機酸
の浪費につながるおそれがある。
【００４０】
　分解工程で用いる水溶液の量は、使用済み衛生用品に物理的な力を作用させることがで
きる量であれば、特に限定されないが、汚物を含む使用済み衛生用品１ｋｇに対し、好ま
しくは３～５０ｋｇ、より好ましくは３～１０ｋｇである。水溶液の量が少なすぎると、
使用済み衛生用品を水溶液中で効果的に攪拌することができない。水溶液の量が多すぎる
と、多価金属イオンまたは酸の浪費につながり、処理費用を増加させる。
【００４１】
　分解工程で用いる水溶液の温度は、高吸水性ポリマーが脱水される温度であれば特に限
定されないが、通常、０℃より高く、１００℃より低い温度である。室温でも十分である
が、反応速度を速めるために加熱してもよい。加熱する場合は、室温～６０℃が好ましく
、室温～４０℃がより好ましく、室温～３０℃がさらに好ましい。
【００４２】
　分解工程の時間は、使用済み衛生用品が分解されるのに十分な時間であれば特に限定さ
れないが、好ましくは５～６０分であり、より好ましくは１０～５０分であり、さらに好
ましくは２０～４０分である。
【００４３】
　オゾン処理工程の前に抗菌剤処理を行うときは、この分解工程で用いる水溶液にカチオ
ン性抗菌剤を添加することにより、分解工程において抗菌剤処理を同時に行うことができ
る。すなわち、オゾン処理工程の前に抗菌剤処理を行うときは、分解工程で用いる水溶液
がカチオン性抗菌剤を含有することが好ましい。処理開始時の一次抗菌剤としてカチオン
性抗菌剤を用いて消毒することでアニオン性であるパルプ繊維に選択的に吸着し、パルプ
繊維自体に抗菌性を付与することが可能である。また、ｐＨが２．５以下の酸性水溶液に
クエン酸を用いたときは、クエン酸と第四級アンモニウム塩の相性が良く、相乗効果によ
り殺菌力が高まり、第四級アンモニウム塩単独では殺菌が難しいウィルス等に対しても除
菌効果を発現可能となる。
【００４４】
　分解工程の後に、分解工程において生成したパルプ繊維とその他の素材の混合物からパ
ルプ繊維を分離する工程（以下単に「分離工程」ともいう。）を設けてもよい。
　分離工程では、使用済み衛生用品の分解によって生成したパルプ繊維とその他の素材（
高吸水性ポリマー、不織布、プラスチックフィルム、ゴム等）の混合物からパルプ繊維を
分離する。この工程では、パルプ繊維の少なくとも一部を分離回収する。パルプ繊維の全
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部が回収されなくてもよい。また、パルプ繊維と一緒にその他の素材が分離回収されても
よい。分離方法にもよるが、通常、高吸水性ポリマーの少なくとも一部は、分離されたパ
ルプ繊維に混入してくる。たとえば、篩分けにより分離する方法において、パルプ繊維を
篩下として回収する場合は、高吸水性ポリマーの大部分が分離回収されたパルプ繊維に混
入してくる。この工程では、好ましくは、分解された構成素材を、パルプ繊維および高吸
水性ポリマーを含む画分と、不織布、プラスチックフィルムおよびゴムを含む画分に分離
する。ただし、パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む画分に若干の不織布、プラスチ
ックフィルム、ゴムが含まれてもよいし、不織布、プラスチックフィルムおよびゴムを含
む画分に若干のパルプ繊維、高吸水性ポリマーが含まれてもよい。
　パルプ繊維を分離する方法は、限定するものではないが、たとえば、分解された構成素
材の比重差を利用して水中で沈殿分離する方法、分解されたサイズの異なる構成素材を所
定の網目を有するスクリーンを通して分離する方法、サイクロン式遠心分離機で分離する
方法を例示することができる。
　分離されたパルプ繊維には少なからず高吸水性ポリマーが混入している。分離工程の後
のオゾン処理工程では、分離されたパルプ繊維に残留している高吸水性ポリマーを、分解
し、低分子量化し、可溶化することにより、除去する。
【００４５】
　オゾン処理工程の後に、使用済み衛生用品を、消毒薬を含む水溶液または水の中で攪拌
することにより、使用済み衛生用品を洗浄するとともに使用済み衛生用品を構成要素に分
解する工程（以下単に「洗浄・分解工程」ともいう。）を設けてもよい。
【００４６】
　洗浄・分解工程において使用する水に、消毒薬は必ずしも含まれる必要はないが、消毒
薬を含む水溶液を使用してもよい。消毒薬は、特に限定されず、二酸化塩素、酸性電解水
、オゾン水等を例示することができる。
　消毒薬を含む水溶液を使用する場合、消毒薬を含む水溶液中の消毒薬の濃度は、消毒の
効果が発揮される限り、特に限定されないが、好ましくは１０～３００質量ｐｐｍであり
、より好ましくは３０～２８０質量ｐｐｍであり、さらに好ましくは５０～２５０質量ｐ
ｐｍである。濃度が低すぎると、十分な消毒の効果が得られず、回収されたパルプ繊維に
細菌等が残存する虞がある。逆に、濃度が高すぎると、消毒薬の浪費につながるばかりで
なく、パルプ繊維を傷めたり、安全性の問題を生じたりする虞がある。
【００４７】
　洗浄・分解工程における攪拌は、衛生用品の残渣が洗浄され構成要素に分解される限り
、特に限定されないが、たとえば洗濯機を用いて行うことができる。攪拌の条件も、衛生
用品の残渣が洗浄され構成要素に分解される限り、特に限定されないが、たとえば、攪拌
時間は、好ましくは５～６０分であり、より好ましくは１０～５０分であり、さらに好ま
しくは２０～４０分である。
【００４８】
　洗浄・分解工程では、高分子吸収材が取り除かれた衛生用品の残渣が洗浄されるととも
に、衛生用品が構成要素にばらばらに分解される。前記のオゾン水浸漬工程において、衛
生用品の接合等に使用されているホットメルト接着剤がオゾン水で酸化劣化し、衛生用品
の構成要素間の接合強度が弱くなっているので、この洗浄・分解工程において、攪拌によ
り簡単に衛生用品を構成要素に分解することができる。消毒薬を含む水溶液を使用した場
合には、消毒薬による消毒も行われる。
【００４９】
　オゾン処理工程の後に抗菌剤処理を行うときは、洗浄・分解工程において使用する消毒
薬を含む水溶液または水にカチオン性抗菌剤を添加することにより、洗浄・分解工程にお
いて抗菌剤処理を同時に行うことができる。すなわち、オゾン処理工程の後に抗菌剤処理
を行うときは、洗浄・分解工程において使用する消毒薬を含む水溶液または水がカチオン
性抗菌剤を含有することが好ましい。カチオン性抗菌剤はパルプ繊維に吸着し、パルプ繊
維はアニオン性なので、パルプ繊維に吸着したカチオン性抗菌剤は、容易には脱着しない
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ので、最終的に得られるリサイクルパルプにカチオン性抗菌剤が残存する。とはいえ、最
終工程までの間に多くの工程を経たときは各工程においてカチオン性抗菌剤は少しずつ脱
着し、最終的に得られるリサイクルパルプ中のカチオン性抗菌剤の含有量が減少する。し
たがって、リサイクルパルプ中のカチオン性抗菌剤の含有量の観点からは、抗菌剤処理は
できるだけ最終工程に近い段階で実施することが好ましい。
【００５０】
　洗浄・分解工程の後に、分解された使用済み衛生用品の構成要素からパルプ繊維を分離
する工程（以下単に「パルプ繊維分離工程」という。）を設けてもよい。
　パルプ繊維を分離する方法は、限定するものではないが、たとえば、分解された構成素
材の比重差を利用して水中で沈殿分離する方法、分解されたサイズの異なる構成素材を所
定の網目を有するスクリーンを通して分離する方法、サイクロン式遠心分離機で分離する
方法を例示することができる。
【００５１】
　パルプ繊維分離工程の後に、分離したパルプ繊維を洗浄する工程（以下「パルプ繊維洗
浄工程」という。）を設けてもよい。
　分離したパルプ繊維を洗浄する方法は、限定するものではないが、たとえば、分離した
パルプ繊維をメッシュ袋に入れ、水ですすぎ洗いをすることにより行うことができる。
【００５２】
　パルプ繊維洗浄工程の後に、洗浄したパルプ繊維を脱水する工程（以下「パルプ繊維脱
水工程」という。）を設けてもよいが、設けなくてもよい。
　洗浄したパルプ繊維を脱水する方法は、限定するものではないが、たとえば、メッシュ
袋に入った洗浄したパルプ繊維を、脱水機で脱水することにより行うことができる。
　パルプ繊維洗浄工程とパルプ繊維脱水工程は、１回ずつでもよいが、交互に複数回繰り
返してもよい。
【００５３】
　パルプ繊維脱水工程の後に、脱水したパルプ繊維を乾燥する工程（以下「パルプ繊維乾
燥工程」という。）を設けてもよいが、設けなくてもよい。本発明の方法によって得られ
るパルプ繊維は湿潤状態においてもカビが発生しにくいので、乾燥せずに湿潤状態で保管
することが可能なので、乾燥工程は必ずしも設ける必要はない。
【００５４】
　本発明の方法は、さらに、プラスチック素材を分離回収する工程（以下「プラスチック
素材分離回収工程」という。）を含むことができる。ここで、プラスチック素材とは、不
織布素材、フィルム素材、エラストマー素材等をいう。プラスチック素材分離回収工程は
、前記の洗浄・分解工程の後、パルプ繊維分離工程と並列して行うことができる。プラス
チック素材分離回収工程では、前記のパルプ繊維洗浄工程、パルプ繊維脱水工程およびパ
ルプ繊維乾燥工程と同様の洗浄工程、脱水工程および乾燥工程を含むことができる。回収
されたプラスチック素材は、たとえば、ＲＰＦ化処理して、固形燃料として利用すること
ができる。
【００５５】
　本発明の方法を用いて使用済み衛生用品からリサイクルパルプを製造する工程フローの
代表例としては、次のものが挙げられる。ただし、本発明は以下の例に限定されない。
【００５６】
［工程フロー例１］
（１）使用済み衛生用品を、カチオン性抗菌剤を含有する多価金属イオンを含む水溶液ま
たはｐＨが２．５以下の酸性水溶液中で、使用済み衛生用品に物理的な力を作用させるこ
とによって、使用済み衛生用品をパルプ繊維とその他の素材に分解する分解工程
（２）パルプ繊維をオゾン含有水溶液に浸漬して、パルプ繊維に付着した高吸水性ポリマ
ーを分解するオゾン処理工程
（３）パルプ繊維を洗浄し回収する工程
【００５７】
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［工程フロー例２］
（１）使用済み衛生用品を、多価金属イオンを含む水溶液またはｐＨが２．５以下の酸性
水溶液中で、使用済み衛生用品に物理的な力を作用させることによって、使用済み衛生用
品をパルプ繊維とその他の素材に分解する分解工程
（２）カチオン性抗菌剤を含有するオゾン含有水溶液にパルプ繊維を浸漬して、パルプ繊
維に付着した高吸水性ポリマーを分解するオゾン処理工程
（３）パルプ繊維を洗浄し回収する工程
【００５８】
［工程フロー例３］
（１）使用済み衛生用品を、カチオン性抗菌剤を含有するオゾン含有水溶液に浸漬して、
使用済み衛生用品中の高吸水性ポリマーを分解するオゾン処理工程
（２）使用済み衛生用品を、消毒薬を含む水溶液または水の中で攪拌することにより、使
用済み衛生用品を洗浄するとともに使用済み衛生用品を構成要素に分解する工程
（３）パルプ繊維を分離回収する工程
【００５９】
［工程フロー例４］
（１）使用済み衛生用品を、オゾン含有水溶液に浸漬して、使用済み衛生用品中の高吸水
性ポリマーを分解するオゾン処理工程
（２）使用済み衛生用品を、カチオン性抗菌剤を含有する消毒薬を含む水溶液または水の
中で攪拌することにより、使用済み衛生用品を洗浄するとともに使用済み衛生用品を構成
要素に分解する工程
（３）パルプ繊維を分離回収する工程
【００６０】
　上述の工程フロー例１をより詳細に示すと、次のとおりである。
（１）使用済み紙おむつを計量する（計量工程）。
（２）洗浄機に使用済みおむつと、クエン酸を１質量％および塩化ベンザルコニウムを０
．００３質量％含む水溶液（ｐＨ２．２）を投入し（一次殺菌および抗菌剤のパルプ繊維
への吸着）、縦型洗濯機の要領で洗浄しながら攪拌衝撃でおむつを分解する（分解工程）
。
（３）パルプ繊維および高吸水性ポリマーを含む画分と、不織布、プラスチックフィルム
およびゴムを含む画分に分離する（分離工程）。
（４）回収されたパルプ繊維および高吸水性ポリマーを脱水する（脱水工程）。
（５）脱水後のパルプ繊維および高吸水性ポリマーをｐＨが２．５以下の有機酸（たとえ
ばクエン酸）水溶液に浸漬（カルシウム除去および酸性化）し、オゾンが失活し難い酸性
でオゾン処理（高吸水性ポリマー溶解、二次殺菌、漂白および消臭）する（オゾン処理工
程）。
（６）脱水、水洗浄、ｐＨ調整
（７）パルプ繊維回収
（８）脱水工程
（９）乾燥工程（三次消毒）
　三次消毒は無くても抗菌性を有するパルプ繊維のため、湿潤状態で保管可能である。
【００６１】
　本発明の方法により得られるリサイクルパルプは、好ましくは灰分が０．６５質量％以
下である。また、ｐＨが２．５以下のオゾン含有水溶液で処理することにより、未使用パ
ルプ中に含まれる異物をも除去することができるので、未使用パルプの灰分よりも低い灰
分のリサイクルパルプを得ることもできる。本発明の方法により得られるリサイクルパル
プは、より好ましくは灰分が０．１１質量％以下であり、さらに好ましくは灰分が０．０
５～０．１１質量である。
　なお、灰分の測定方法は、次のとおりである。
【００６２】
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［灰分］
　灰分とは、有機質が灰化されてあとに残った無機質または不燃性残留物の量をいう。灰
分は、生理処理用品材料規格の「２．一般試験法」の「５．灰分試験法」に従って測定す
る。すなわち、灰分は、次のようにして測定する。
　あらかじめ白金製、石英製または磁製のるつぼを５００～５５０℃で１時間強熱し、放
冷後、その質量を精密に量る。試料２～４ｇを採取し、るつぼに入れ、その質量を精密に
量り、必要ならばるつぼのふたをとるか、またはずらし、初めは弱く加熱し、徐々に温度
を上げて５００～５５０℃で４時間以上強熱して、炭化物が残らなくなるまで灰化する。
放冷後、その質量を精密に量る。再び残留物を恒量になるまで灰化し、放冷後、その質量
を精密に量り、灰分の量（％）とする。
【００６３】
　本発明の方法により得られるリサイクルパルプは、好ましくは２．０以上の抗菌活性値
を有する。リサイクルパルプの抗菌活性値は、より好ましくは４．５以上であり、さらに
好ましくは５．５以上である。抗菌活性値はＪＩＳ　Ｚ　２８０１に従って測定する。
【００６４】
　本発明の方法により得られるリサイクルパルプは、灰分が少なくかつ抗菌活性値が高い
ので、衛生用品に再利用可能なリサイクルパルプである。
【００６５】
　本発明の方法により得られたリサイクルパルプは、好ましくは、衛生用品を構成する吸
収体、ティッシュおよび不織布の少なくとも１つに使用される。
【実施例】
【００６６】
　以下の実施例および比較例において、次のオゾン水発生装置、生理用食塩水を用いた。
［オゾン水発生装置］
　製造元：　三菱電機株式会社
　名称：　オゾン発生装置
　型番：　ＯＳ－２５Ｖ
　オゾン水濃度可変範囲：　１～８０ｍｇ／ｍ３

　オゾン水曝露槽容積：　３０Ｌ
［生理用食塩水］
　濃度０．９％の食塩水。
【００６７】
　実施例１
　市販の紙おむつ（ユニ・チャーム株式会社製「ムーニー」（登録商標）Ｍサイズ）を、
生理用食塩水３Ｌに１０分間浸漬吸水させた後、クエン酸を１質量％および塩化ベンザル
コニウムを０．００３質量％溶解した水溶液（ｐＨ２．２）３Ｌに１０分間浸漬し、紙お
むつ中の高吸水性ポリマーが膨潤阻害され、パルプ繊維に塩化ベンザルコニウムが吸着し
た状態とした。紙おむつを取り出し、メッシュ袋（３０ｃｍ四方、株式会社ＮＢＣメッシ
ュテック製Ｎ－Ｎｏ．２５０ＨＤ）に入れ、２槽式小型洗濯機（アルミス社製「晴晴」Ａ
ＳＴ－０１）の脱水槽で５分間脱水することにより、パルプが保水している余剰水分が除
去されるとともに、紙おむつが破壊され、吸収体部分が分離された状態とした後、１質量
％クエン酸水溶液（ｐＨ２．２）２０Ｌ中に入れて、８０ｍｇ／ｍ３のオゾンガスを３０
分間吹き込み処理を行った。３０分後の処理水の溶存オゾン量は３０質量ｐｐｍで、ｐＨ
は２．４であった。目開き２ｍｍ×２ｍｍのメッシュにて、処理水を漉しとった結果、高
吸水性ポリマーはなくなり、パルプとその他プラ素材等を回収することができた。この回
収されたパルプを、メッシュ袋（３０ｃｍ四方、株式会社ＮＢＣメッシュテック製Ｎ－Ｎ
ｏ．２５０ＨＤ）に入れて１５分間水道水で流水すすぎ後、脱水槽で５分間脱水し、リサ
イクルパルプを得た。
　このリサイクルパルプの灰分を、生理処理用品材料規格の「２．一般試験法」の「５．
灰分試験法」により分析した結果、０．１２％にまで低減することができていた。なお、
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実施例および比較例に用いた市販の紙おむつにもともと含まれていたパルプ（以下「未使
用パルプ」ともいう。）の灰分は０．１８質量％であった。この処理により、未使用パル
プがもともと含んでいた微小な残留異物までも除去することが可能で、未使用パルプより
も灰分の少ないリサイクルパルプを得ることができた。
　得られたリサイクルパルプの抗菌性をＪＩＳ　Ｚ　２８０１に従って評価した結果、大
腸菌ＮＢＲＣ３９７２抗菌活性値は６．０８以上、黄色ブドウ球菌抗菌ＮＢＲＣ１２７３
２抗菌活性値は５．７４以上であった（抗菌活性値２．０以上で抗菌効果があるとされる
。）。また、上記脱水後のリサイクルパルプをタッパー容器（ナカヤ化学産業株式会社製
「しっかりパックＲ」）に入れ３０℃の恒温槽で３０日間保管した結果、目視でのカビの
発生は確認されなかった。
【００６８】
　実施例２
　市販の紙おむつ（ユニ・チャーム株式会社製「ムーニー」（登録商標）Ｍサイズ）を、
生理用食塩水３Ｌに１０分間浸漬吸水させた後、クエン酸を１質量％およびで塩化セチル
ピリジニウムを０．００３質量％溶解した水溶液（ｐＨ２．２）３Ｌに１０分間浸漬し、
紙おむつ中の高吸水性ポリマーが膨潤阻害され、パルプ繊維に塩化セチルピリジニウムが
吸着した状態とした。紙おむつを取り出し、メッシュ袋（３０ｃｍ四方、株式会社ＮＢＣ
メッシュテック社製Ｎ－Ｎｏ．２５０ＨＤ）に入れ、２槽式小型洗濯機（アルミス社製「
晴晴」ＡＳＴ－０１）の脱水槽で５分間脱水することにより、パルプが保水している余剰
水分が除去されるとともに、紙おむつが破壊され、吸収体部分が分離された状態とした後
、１質量％クエン酸水溶液（ｐＨ２．２）２０Ｌ中に入れて、８０ｍｇ／ｍ３のオゾンガ
スを３０分間吹き込み処理を行った。３０分後の処理水の溶存オゾン量は３０質量ｐｐｍ
で、ｐＨは２．４であった。目開き２ｍｍ×２ｍｍのメッシュにて、処理水を漉しとった
結果、高吸水性ポリマーはなくなり、パルプとその他プラ素材等を回収することができた
。この回収されたパルプを、メッシュ袋（３０ｃｍ四方、株式会社ＮＢＣメッシュテック
製Ｎ－Ｎｏ．２５０ＨＤ）に入れて１５分間水道水で流水すすぎ後、脱水槽で５分間脱水
し、リサイクルパルプを得た。
　このリサイクルパルプの灰分を、生理処理用品材料規格の「２．一般試験法」の「５．
灰分試験法」により分析した結果、０．１１％にまで低減することができていた。この処
理により、未使用パルプもともと含んでいた微小な残留異物までも除去することが可能で
、未使用パルプよりも灰分の少ないリサイクルパルプを得ることができた。
　得られたパルプ繊維の抗菌性をＪＩＳ　Ｚ　２８０１に従って評価した結果、大腸菌Ｎ
ＢＲＣ３９７２抗菌活性値は６．０８以上、黄色ブドウ球菌抗菌ＮＢＲＣ１２７３２抗菌
活性値は５．７４以上であった。また、上記脱水後のリサイクルパルプをタッパー容器（
ナカヤ化学産業株式会社製「しっかりパックＲ」）に入れ３０℃の恒温槽で３０日間保管
した結果、目視でのカビの発生は確認されなかった。
【００６９】
　比較例１
　市販の紙おむつ（ユニ・チャーム株式会社製「ムーニー」Ｍサイズ）に生理用食塩水２
００ｍＬを吸水させた後、紙おむつを２槽式小型洗濯機（アルミス社製「晴晴」ＡＳＴ－
０１）の洗濯層に８個投入し、続けて酸化カルシウム（ＣａＯ）（和光純薬工業株式会社
製）を８０ｇを投入し、その後、濃度２５０質量ｐｐｍの次亜塩素酸ナトリウム水溶液（
和光純薬工業株式会社製次亜塩素酸ナトリウムを水道水で希釈したもの）６．５Ｌを加え
た。１５分間洗濯後に洗濯槽内の液を排水し、濃度２５０質量ｐｐｍの次亜塩素酸ナトリ
ウム水溶液（和光純薬工業株式会社製次亜塩素酸ナトリウムを水道水で希釈したもの）６
．５Ｌを新たに投入した。１５分間洗濯後、水洗濯層内の液中に浮遊するパルプのみをす
くい取り、メッシュ袋（２５ｃｍ四方、株式会社ＮＢＣメッシュテック製Ｎ－Ｎｏ．２５
０ＨＤ）に入れ、脱水槽で５分間脱水した。回収したパルプはメッシュ袋ごと水道水で１
５分間すすぎ洗いを行い、再び脱水槽で５分間脱水した。回収したパルプは１０５℃の熱
風乾燥機で２４時間乾燥させた。
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　得られたリサイクルパルプの抗菌性をＪＩＳ　Ｚ　２８０１に従って評価した結果、大
腸菌ＮＢＲＣ３９７２抗菌活性値は４．０５、黄色ブドウ球菌抗菌ＮＢＲＣ１２７３２抗
菌活性値は３．０２であった。また、上記脱水後のリサイクルパルプをタッパー容器（ナ
カヤ化学産業株式会社製「しっかりパックＲ」）に入れ３０℃の恒温槽で３０日間保管し
た結果、目視で３日後にカビの発生が確認され、３０日後にはカビの大量発生が確認され
た。比較例１でも、安全性（衛生性）は担保可能であるが、湿潤状態で保管すると直ぐに
カビが発生してしまうことが問題である。
【００７０】
　比較例２
　市販の紙おむつ（ユニ・チャーム株式会社製「ムーニー」Ｍサイズ）を生理用食塩水３
Ｌに１０分間浸漬吸水させた後、濃度１質量％のクエン酸水溶液（ｐＨ２．２）３Ｌに１
０分間浸漬し、紙おむつ中の高吸水性ポリマーが膨潤阻害された状態とした。紙おむつを
取り出し、メッシュ袋（３０ｃｍ四方、株式会社ＮＢＣメッシュテック製Ｎ－Ｎｏ．２５
０ＨＤ）に入れ、２槽式小型洗濯機（アルミス社製「晴晴」ＡＳＴ－０１）の脱水槽で５
分間脱水することにより、パルプが保水している余剰水分が除去されるとともに、紙おむ
つが破壊され、吸収体部分が分離された状態とした後、１質量％クエン酸水溶液（ｐＨ２
．２）２０Ｌ中に入れて、８０ｍｇ／ｍ３のオゾンガスを３０分間吹き込み処理を行った
。３０分後の処理水の溶存オゾン量は３０質量ｐｐｍで、ｐＨは２．４であった。目開き
２ｍｍ×２ｍｍのメッシュにて、処理水を漉しとった結果、高吸水性ポリマーはなくなり
、パルプとその他プラ素材等を回収することができた。この回収されたパルプを、メッシ
ュ袋（３０ｃｍ四方、株式会社ＮＢＣメッシュテック製Ｎ－Ｎｏ．２５０ＨＤ）に入れて
１５分間水道水で流水すすぎ後、脱水槽で５分間脱水し、リサイクルパルプを得た。この
リサイクルパルプの灰分を、生理処理用品材料規格の「２．一般試験法」の「５．灰分試
験法」により分析した結果、０．１３％にまで低減することができていた。得られたパル
プ繊維の抗菌性をＪＩＳ　Ｚ　２８０１に従って評価した結果、大腸菌ＮＢＲＣ３９７２
抗菌活性値は４．２５、黄色ブドウ球菌抗菌ＮＢＲＣ１２７３２抗菌活性値は３．７４で
あった。また、上記脱水後のリサイクルパルプをタッパー容器（ナカヤ化学産業株式会社
製「しっかりパックＲ」）に入れ３０℃の恒温槽で３０日間保管した結果、目視で７日後
にカビの発生が確認され、３０日後にはカビの大量発生が確認された。比較例２でも、安
全性（衛生性）は担保可能であるが、湿潤状態で保管するとカビが発生してしまうことが
問題である。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明の方法により製造されたリサイクルパルプは、再度、衛生用品の製造に好適に利
用することができる。
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